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一
に
つ
い
て 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

潮
受
堤
防
北
部
排
水
門
及
び
南
部
排
水
門
の
運
用
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
「
国
営
諫
早
湾
干
拓
事
業
調
整
池
排
水

門
工
事
中
管
理
規
程
」
（
以
下
「
工
事
中
管
理
規
程
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
外
潮
位
、
内
水
位
等
の
状
況
を
勘
案
し 

 
 

 
 

て
、
九
州
農
政
局
諫
早
湾
干
拓
事
務
所
長
が
行
っ
て
い
る
。 

な
お
、
有
明
海
に
お
い
て
は
、
他
に
も
広
大
な
干
潟
が
広
く
存
在
し
、
こ
の
中
に
は
発
達
し
続
け
て
い
る
干
潟
も
あ
る
と

と
も
に
、
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
な
ど
の
生
物
は
、
こ
れ
ら
の
干
潟
に
も
広
く
生
息
し
て
お
り
、
ま
た
、
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
毎
年

実
施
す
る
な
ど
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
環
境
に
も
十
分
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

潮
受
堤
防
及
び
調
整
池
の
有
す
る
高
潮
、
洪
水
、
常
時
の
排
水
不
良
等
に
対
す
る
防
災
機
能
を
適
切
に
発
揮
す
る
た
め
に

は
、
潮
受
堤
防
締
切
り
後
の
降
雨
の
際
に
お
け
る
防
災
効
果
に
も
か
ん
が
み
、
調
整
池
の
水
位
を
、
地
元
の
強
い
要
望
を
踏

ま
え
、
事
業
計
画
に
定
め
ら
れ
た
標
高
マ
イ
ナ
ス
一
メ
ー
ト
ル
と
な
る
よ
う
に
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
調
整
池
の
水
位
調
整
に
つ
い
て
は
、
工
事
中
管
理
規
程
の
中
で
排
水
門
の
操
作
方
法
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、 

衆
議
院
議
員
渡
辺
周
君
提
出
「
国
営
諫
早
湾
干
拓
事
業
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

四
及
び
五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
閣
議
に
か
け
て
決
定
し
た 

 

方
針
に
基
い
て
、
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
閣
議
に
か
け
て
内
閣
と
し
て
の
方
針
が
決
定
さ
れ

て
い
れ
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。 

工
事
中
管
理
規
程
は
、
国
営
土
地
改
良
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
統
括
す
る
農
林
水
産
大
臣
が
当
該
事
業
の
実
施
に

必
要
な
も
の
と
し
て
定
め
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
変
更
す
る
権
限
を
有
す
る
の
は
、
農
林
水
産
大
臣
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

場
合
、
本
明
川
の
河
川
管
理
者
で
あ
る
建
設
大
臣
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
九
州
地
方
建
設
局
長
と
協
議
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
調
整
池
の
水
位
の
調
整
方
法
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
工
事
中
管
理
規
程
を
変

更
す
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
操
作
方
法
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
工
事
中
管
理
規
程
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
。 

四 

 



 

 

五 

七
に
つ
い
て 

内
閣
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
各
部
の
処
分
又
は
命
令
を
中
止
せ
し
め
、
内
閣
の
処
置 

 

を
待
つ
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
国
営
諫
早
湾
干
拓
事
業
」
に
係
る
潮
受
堤
防
内
水
位
調
整
作
業
に
つ 

 

い
て
は
、
本
事
業
が
関
係
法
律
に
基
づ
き
適
正
に
実
施
さ
れ
て
き
た
経
緯
も
踏
ま
え
、
本
事
業
の
所
管
大
臣
で
あ
る
農
林
水

産
大
臣
の
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 


